
協議事項（オンライン診療について）

資料２
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本日の協議の進め方

■ オンライン診療の普及状況（診療全体に対する割合、診療科、地域別）
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■ オンライン診療の適正な運用に向けた取組

事務局からのご説明

■ 他県での取組事例の紹介

■ 最近の動き

・ 医療法の改正

・ Ｒ８診療報酬改定

・ 新たな地域医療構想

ご協議いただきたいこと

■ 医療資源が不足している地域におけるオンライン診療の活用

■ 第１回会議の振り返り
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第１回の振り返り
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○岡山県医療ＤＸ推進協議会設置要綱の制定について

○議事

・会長・副会長の選出について

・オンライン診療・遠隔医療について

・医療ＤＸ推進シンポジウムの開催について

○報告

・国及び県における医療ＤＸの状況について

会議名

日 時

場 所

内 容

令和７年度第１回岡山県医療ＤＸ推進協議会

令和７年８月２９日（金）１８時３０分～２０時３０分

岡山県医師会館 ４０１会議室



第１回の振り返り

●オンライン診療を進める上で、以下のような課題がある。

・高齢者など、ＩＣＴ機器に不慣れな患者への対応をどうするか

・オンライン診療のコスト（機材、システム、通信費など）を誰が負担するのか

・対面診療に加えてオンライン診療を実施する際の、医療従事者等の負担をどのように軽減するか

・処方箋や、薬の受け渡しをどうするか

●へき地など、医療資源が不足している地域であっても、対面診療を基本に考えるべき

●オンライン診療・遠隔医療を併用して、地域格差の是正を図ることも検討すべき

●オンライン診療には課題が多いが、国の施策としてオンライン診療の普及が進められる中、岡山県

として考えていくことは必要。

●オンライン診療の利用状況について分析が必要（診療科別、地域別、対面診療との違いなど）

●県内で、どのようなニーズがあるかについて分析が必要。

●オンライン診療に関する診療報酬上の評価について、整理が必要。

●他県の取組状況はどうか。
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主なご意見



本日の協議の進め方
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オンライン診療の利用状況（所在地による違い）

「中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）」公表資料を引用第１回協議会の
資料の再掲
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R6.9～11月分
東京都 90,759回
その他 51,415回
(1道府県あたり

1,118回)
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オンライン診療の利用状況（所在地による違い）

R7.11.7「中央社会保険医療協議会 総会（第625回）」公表資料を引用

・診療報酬の算定回数ベースで見ると、全国で実施されているオンライン診療の約64％が、東京
都内の医療機関で行われている。



R7.11.7「中央社会保険医療協議会 総会（第625回）」公表資料を引用
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オンライン診療の利用状況（所在地による違い）

・東京都内の医療機関が実施するオンライン診療では、患者の約７割が都外に居住。
・一方、東京都以外の医療機関では、患者の約８割が、同一道府県に居住。



R7.6.19「中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）」公表資料を引用
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オンライン診療の利用状況（所在地による違い）



R7.6.19「中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）」公表資料を引用
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オンライン診療の利用状況（所在地による違い）



「中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）」公表資料を引用第１回協議会の
資料の再掲
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オンライン診療の利用状況（年代による違い）



R7.11.7「中央社会保険医療協議会 総会（第625回）」公表資料を引用

オンライン診療の利用状況（年代による違い）

・０～９歳（初診）は、居住する都道府県内にある医療機関のオンライン診療を利用する傾向が強い。
・上記の傾向は、東京都より、東京都以外の道府県のほうが強い。 13



R7.11.7「中央社会保険医療協議会 総会（第625回）」公表資料を引用

・80歳以上（再診）は、居住する都道府県内にある医療機関のオンライン診療を利用する傾向が強い。
・上記の傾向は、東京都より、東京都以外の道府県のほうが強い。
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オンライン診療の利用状況（年代による違い）



R7.11.7「中央社会保険医療協議会 総会（第625回）」公表資料を引用

・東京都以外に住む20～49歳は、東京都内居住者よりも、同一道府県内にある医療機関のオンライン
診療を利用しない傾向が強い。 15

オンライン診療の利用状況（年代による違い）



R7.11.7「中央社会保険医療協議会 総会（第625回）」公表資料を引用

・20～49歳は、他の年代に比べて、初診と再診での利用割合の差異が小さい。
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オンライン診療の利用状況（年代による違い）
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オンライン診療の利用状況（傷病による違い）

R7.6.19「中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）」公表資料を引用
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オンライン診療の利用状況（傷病による違い）

R7.6.19「中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）」公表資料を引用



傷病名 対面（A） オンライン（B） B／A＋B

ＣＯＶＩＤ－１９ 1,537,680( 1) 5,090( 2) 0.33 ％

急性気管支炎 807,739( 2) 1,935( 5) 0.24 ％

急性上気道炎 747,594( 3) 12,214( 1) 1.61 ％

アレルギー性鼻炎 610,533( 4) 865(14) 0.14 ％

近視性乱視 586,053( 5) －

急性咽頭喉頭炎 491,660( 6) －

湿疹 452,709( 7) 883(13) 0.19 ％

急性咽頭炎 356,724( 8) 1,212(7) 0.34 ％

気管支喘息 349,538( 9) 1,181(8) 0.34 ％

急性副鼻腔炎 339,804(10) －
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オンライン診療の利用状況（傷病による違い）

※国の資料（スライド17）を元に岡山県が作成。（ ）内の数字は順位

対面診療における、初診での算定回数が多い傷病（上位10位まで）について、オン

ライン診療での算定回数との比較を行ったもの。

※全算定回数に対し、オンライン診療の割合が0.2％を超えるものを緑色で示している。



傷病名 対面（A） オンライン（B） B／A＋B

高血圧症 9,545,663( 1) 4,833( 2) 0.05 ％

変形性膝関節症 2,689,408( 2) －

気管支喘息 2,207,287( 3) 3,660( 3) 0.17 ％

２型糖尿病 1,953,540( 4) －

高コレステロール血症 1,832,608( 5) －

慢性胃炎 1,762,346( 6) 1,629(12) 0.09 ％

糖尿病 1,675,078( 7) －

アレルギー性鼻炎 1,551,541( 8) 3,252( 5) 0.21 ％

腰部脊柱管狭窄症 1,442,194( 9) －

慢性腎不全 1,402,271(10) －
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オンライン診療の利用状況（傷病による違い）

※国の資料（スライド18）を元に岡山県が作成。（ ）内の数字は順位

対面診療における、再診・外来診療料の算定回数が多い傷病（上位10位まで）につ

いて、オンライン診療での算定回数との比較を行ったもの。

※全算定回数に対し、オンライン診療の割合が0.2％を超えるものを緑色で示している。
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情報通信機器を用いた初診料等の届出医療機関数

情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
（1）情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア～エを満たすこと。

ア 保健医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施
に関する指針」（以下「オンライン指針」という。）に該当しており、事務的に確認が可能であること。

イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
ウ 患者の状況によって当該保健医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保健医療機関と連携して対応できること。
エ 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医療機関のホームページ等に掲示していること。

（2）オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保健医療機関であること。

（件）
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岡山県におけるオンライン診療の普及状況

第１回協議会の
資料の再掲



岡山県におけるオンライン診療の普及状況

（R7.8.1時点の報告データ）

保健所 医療機関数
オンライン診療実施の有無

有り 無し 不明

岡山市保健所 976 45 434 497

倉敷市保健所 503 15 225 263

備前保健所 225 4 105 116

備中保健所 219 9 104 106

備北保健所 73 1 44 28

真庭保健所 50 2 24 24

美作保健所 192 3 94 95

計 2,238 79 1,030 1,129
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※ 医療法第６条の３により、医療機関には、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を県に報告
することが義務づけられている。報告内容は国のインターネットサイト「医療情報ネット（ナビイ）」で公開される。

医療機能情報提供制度※に基づく報告状況



自院のホームページにおいて、オンライン診療の案内をしている医療機関 43／79施設
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岡山県におけるオンライン診療の普及状況

オンライン診療実施を「有り」としている医療機関の状況

システム CLINICS curon その他

施 設 数 ２０施設 ９施設 14施設

概 要

■「melmo」（スマホ用アプリ）を

使用したオンライン診療

・ 患者がmelmoから診察予約が可能
・ 事前問診に対応
・ キャッシュレス決済でスムーズな会
計が可能

・ 保険証画像や検査結果の送付など
ファイルの送受信が可能

■「ビデオ通話機能」を使用したオ

ンライン診療

・ アプリダウンロード・会員登録不要
でビデオ通話が可能

・ SMS・メール等で患者にビデオ通
話のURLをご案内

（CLINICSのホームページから引用）

＜基本機能＞

カレンダー形式で予約受付/管
理が自由に設定できる

疾患別に問診票管理ができる

ビデオ通話で顔を見ながらの
診察ができる

患者さんへの画面共有機能で
検査結果等をスムーズに説明
可能

薬局への処方箋連携もワンス
トップで送信

充実したお薬配送サポートで
手間を削減

（curonのホームページから引用）

<使用システム＞

■YaDoc (2)

■SOKUYAKU  (1)

■CLIUS     (1)

■Ubie (1) 

■GMOクリニック
・マップ (1)

■LINE      (1)

■不明 (7)

1

2

3

4

5

6

（R8.3.1 岡山県調べ）



本日の協議の進め方

■ オンライン診療の普及状況（診療全体に対する割合、診療科、地域別）
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■ オンライン診療の適正な運用に向けた取組

事務局からのご説明

■ 他県での取組事例の紹介

■ 最近の動き

・ 医療法の改正

・ Ｒ８診療報酬改定

・ 新たな地域医療構想

ご協議いただきたいこと

■ 医療資源が不足している地域におけるオンライン診療の活用

■ 第１回会議の振り返り



他県での取組事例について
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厚生労働省医政局総務課「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集（令和５年８月）」から抜粋

山口県立総合医療センター へき地医療支援センター



他県での取組事例について
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厚生労働省医政局総務課「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集（令和５年８月）」から抜粋

－導入経緯－
◼ 週１回の頻度で相島（人口115人）へ巡回診療しているが、台風や高波等の悪天候により医師が相島へ出張できない

場合の代替手段として、2020年2月にオンライン診療を導入した。

－実施しているオンライン診療の特徴－ ※一部抜粋

（利用方法）

◼ 週1回は島を訪れての対面診療を実施しており、オンライン診療は、船の欠航等により島へ訪問できない日の代替

手段として実施している。医師不在時の緊急対応で実施する場合もある。

◼ クラウド型電子カルテを利用するため、オンライン診療と並行しカルテの記載が可能である。

◼ 相島の患者のほとんどは高齢者であり、自身で通信機器を操作してオンライン診療を実施することができない上に、

相島には看護師などの医療従事者が常駐していない。そのため、現地デイサービスに勤めるケアマネジャーにオン

ライン診療時の通信機器の操作を補助してもらう委託契約を締結し、D to P with オンライン診療支援者（ケアマネ

ジャー）の形で実施している。

◼ 指導医が相島へ出張できない際、専攻医に代役を務めてもらうことがある。その際、現地の専攻医が本土の指導医

とビデオ会議を繋ぎ、 D to P with D の形で実施することがある。

（利用する患者像）

◼ 患者は島内の居住者に限られており、高齢者が多い。全員一度は対面診療を受診したことがあり、全くの新規の患者

にオンライン診療を適用する想定はしていない。

◼ 疾患により一律にオンライン診療の適用可否を判断することはしていないが、現状では脂質異常症、高血圧症、糖尿

病、認知症、循環器疾患の患者に対し適用していることが多い。患者の容態に応じて対面診療への切替えの要否を判

断している。

（処方箋・薬剤の受渡し方法）

◼ 薬剤の処方が必要な場合は、後日患者宅に配送している。

山口県立総合医療センター へき地医療支援センター



他県での取組事例について
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厚生労働省医政局総務課「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集（令和５年８月）」から抜粋

鳥羽市立神島診療所（三重県）



他県での取組事例について
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厚生労働省医政局総務課「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集（令和５年８月）」から抜粋

－導入経緯－

◼ 近隣地域のへき地診療所当たりの患者数が年々減少しているため、各へき地診療所に医師が常駐するよりも少ない

医師で対応できるグループ診療の仕組みを2020年に取り入れた。

◼ グループ診療の仕組みにおいて、医師が島外の診療所に勤務している場合でも、島内の患者を診察できるよう、オン

ライン診療を導入することとした。また、島外でも患者の医療情報を参照するために、クラウド型の電子カルテシス

テムを併せて導入した。

－実施しているオンライン診療の特徴－ ※一部抜粋

（利用方法）

◼ 週4回は島を訪れての対面診療を実施しており、オンライン診療は、それ以外の曜日や夜間・休日、船の欠航等によ

り島を訪問できない日の代替手段として実施している。

◼ 島内に居住する看護師が常駐し、患者の来院に対応している。患者が診療所に来院し、診療所内に設置したデバイス

を用いてオンライン診療を実施する。患者のほとんどが高齢者のため、オンライン診療を実施する際は看護師の補助

が必須である。機会は少ないが、夜間・休日等に看護師が患者宅を訪問した上でオンライン診療を実施することもある。

◼ 初診からのオンライン診療は行っていない。

（利用する患者像）

◼ 患者は島内の居住者に限られており高齢者が多い。担当の医師はほとんどの島民と面識がある。

◼ どのような疾患であっても、希望があれば一度はオンライン診療に応じ、対面診療への切替えの必要性については適宜

医師が判断することとしている。

（処方箋・薬剤の受渡し方法）

◼ 島内に薬局がないため、患者に本土の薬局まで行ってもらうこともある。 2022年12月から一部薬剤について、本土の

薬局からのオンライン服薬指導＋患者宅への配送の運用を開始している。

鳥羽市立神島診療所（三重県）



他県での取組事例について
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厚生労働省医政局総務課「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集（令和５年８月）」から抜粋

外房こどもクリニック（千葉県）



他県での取組事例について
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厚生労働省医政局総務課「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集（令和５年８月）」から抜粋

－導入経緯－
◼ 外来、入院、在宅医療に並び立つ地域医療における新しい診療概念として、患者が自宅にいながら診療を受けられ

るという更なる患者本位の医療の実現を目指して、2016年6月にオンライン診療を導入した。

－実施しているオンライン診療の特徴－ ※一部抜粋

（利用方法）

◼ 近隣に医療機関が少なく、車で30分以上かけて通院する患者が多い地域であるため、子連れでの通院を控えてしま

う患者等への診療機会の確保のためにオンライン診療を利用している。

◼ 重度心身障害により全介助が必要な患者は、訪問看護師の支援の下、 D to P with N の形で実施することもある。

訪問看護師は、尿の色やバイタル値の測定結果のほか、患者の訴えを整理して医師に伝える支援を行っている。ヘル

パーの同席の下、患者との会話や通信機器の利用のサポートを受ける D to P with オンライン診療支援者（ヘルパ

ー）の形で実施することもある 。

◼ 初診からのオンライン診療は、新型コロナウイルス感染症の患者に限って適用しており、その際には、体調急変時

にどの医療機関を受診すべきかなどを丁寧に助言している。

（利用する患者像）

◼ 未成年の子供が家族（保護者）とともに受診する場合が多い。患者の母親の中には妊娠中で通院が困難な場合もあ

る。また、成人の診療も対応しており、高齢者や呼吸器を装着している等の理由により通院が困難な患者も対象とし

ている。

（処方箋・薬剤の受渡し方法）

◼ 処方箋は、患者宅への送付又は患者から指定された薬局へFAX（処方箋の原本は医療機関から薬局へ直接送付）する

こととしている。また、患者の都合に合わせて、処方箋を当該医療機関に直接受け取りに来てもらう方法でも対応し

ている。服薬指導及び薬剤の受渡しについては、患者の希望する方法に応じて薬局にて対応されている。

外房こどもクリニック（千葉県）
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医療法改正について
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R8.1.26 第124回社会保障審議会医療部会 公表資料を引用

34



本日の協議の進め方

■ オンライン診療の普及状況（診療全体に対する割合、診療科、地域別）

35

■ オンライン診療の適正な運用に向けた取組

事務局からのご説明

■ 他県での取組事例の紹介

■ 最近の動き

・ 医療法の改正

・ Ｒ８診療報酬改定

・ 新たな地域医療構想

ご協議いただきたいこと

■ 医療資源が不足している地域におけるオンライン診療の活用

■ 第１回会議の振り返り



診療報酬について（医科）

ＤtoＤ ○画像診断支援
遠隔画像診断／保健医療機関間の連携による病理診断／脳波検査判断料１

○遠隔ＩＣＵ
特定集中治療室遠隔支援加算

○脳卒中の遠隔救急支援
超急性期脳卒中加算／脳血栓回収療法連携加算

○その他
がんゲノムプロファイリング評価提供料

ＤtoＰ withＤ ○遠隔連携診療料

○遠隔連携遺伝カウンセリング

ＤtoＰ withＮ ○看護師等遠隔診療補助加算（再診料等）

ＤtoＰ ○情報通信機器を用いた初診料・再診料・外来診療料

○情報通信機器を用いた医学管理料

○情報通信機器を用いた在宅時医学総合管理料

○情報通信機器を用いた通院精神療法（再診）

その他 ○遠隔モニタリング加算

心臓ペースメーカー指導管理料／在宅患者酸素療法指導料／在宅患者持続陽圧
呼吸療法／在宅自己腹膜灌流指導管理料／在宅血液透析指導管理料

○外来栄養食事指導料

情報通信機器を使用する場合
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現行制度



全国の状況
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R7.6.19「中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）」公表資料を引用



全国の状況

R7.6.19「中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）」公表資料を引用
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診療報酬について（医科）
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診療報酬について（医科）
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診療報酬について（医科）
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診療報酬について（歯科）
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診療報酬について（歯科）
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診療報酬について（調剤）
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診療報酬について（調剤）
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■ オンライン診療の適正な運用に向けた取組

事務局からのご説明

■ 他県での取組事例の紹介

■ 最近の動き

・ 医療法の改正

・ Ｒ８診療報酬改定

・ 新たな地域医療構想

ご協議いただきたいこと

■ 医療資源が不足している地域におけるオンライン診療の活用

■ 第１回会議の振り返り



新たな地域医療構想について

地域医療構想とは
中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、
良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制を確保することを目指し、医療法に基づき、都道府県
が策定するもの。
現在の地域医療構想は、医療法上、医療計画の項目の一つとして定められている

岡山県地域医療構想（H28～）

第８次 H30(2018～) 第９次 R6(2024～)第７次 H28(2016～)

現在の地域医療構想は、2025（令和７）年を目標年次としたものであるため、今後、2040年を見据えた新
たな地域医療構想を策定することとされており、現在、国の検討会において、ガイドラインの作成に向け
た議論が行われている。
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新たな地域医療構想について

新たな地域医療構想の策定にあたって、在宅医療や外来医療を確保するため、オンライン診療の活用を検
討するよう求められている。

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

新たな地域医療構想 とりまとめ（案）

３．医療機関機能の確保について

（４）在宅医療等連携機能

48

• 在宅医療等連携機能は、地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連

携した 24 時間の対応や入院対応を行うものである。

• 人口の少ない構想区域や、局所的に在宅医療を提供する医療機関等が少ない場合等において、地域の医療

資源に応じながら、在宅医療や訪問看護を提供すること、また、診療所による在宅医療の実施等が多い場

合に入院対応等の後方支援や、介護施設と連携して協力医療機関になること等、地域の医療資源に応じた

在宅医療を支える役割が求められる。

• 特に、在宅医療を提供する場合においては、在宅医療に係る生産性向上に資する取組等を通じて効率的な

在宅医療の提供体制を構築できるよう、往診、D to P with N を含むオンライン診療や、在宅療養

患者のバイタル等の遠隔モニタリング等を積極的に活用することが求められる。

※R8.3.3「第12回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」で示された案



新たな地域医療構想について

６．策定について

（４）外来医療

49

• 外来医療の需要は一部の大都市型の地域を除いて減少が見込まれる中、すべての地域の患者が安心して地域で療

養できるよう、地域において診療体制やかかりつけ医機能で求められる役割が充足しているか、医歯薬連携体制

が構築されているかを確認し、必要な取組を行う。

• また、高齢者救急が増加する中、入院から外来まで必要な患者に適切なリハビリテーション・栄養管理・口腔管

理が提供され、速やかな在宅復帰が進むよう、医療保険での外来のリハビリテーションや、介護保険での通所や

訪問リハビリテーションの活用を進めることが求められる。

• 初診・再診や D to P with N を含むオンライン診療の活用状況や将来の見込み、かかりつけ医機能報告

等も踏まえつつ、医療機関、歯科医療機関、薬局の数等を把握しながら、外来医療を引き続き診療所中心で提供

できるか、患者の医療アクセスを担保できるか、といった観点で以下の事項について協議が求められる。

・外来医療の体制確保に関する事項

・休日、夜間等の診療体制の確保に関する事項

• 特に人口の少ない地域を中心に、診療所の減少が進む中、診療所では担いきれない外来医療へのアクセスを確保

する観点から、地域の病院を中心に提供体制を構築する必要があり、急性期拠点機能や高齢者救急・地域急性期

機能等を担う医療機関が対面診療を基本としつつ、オンライン診療の適切な実施に関する指針を遵守し、オンラ

イン診療を組み合わせた外来医療の提供を担うことも考える必要がある。また、へき地や診療所の数が限られて

いる地域等において、オンライン診療の活用を推進することが必要である。



• 高齢者の増加に伴い、在宅医療の需要の増加が見込まれる。在宅医療は医師等の従事者が患家等へ移動する必要
があり、外来医療等と比較すると効率的ではなく、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループに
おいても、今後の在宅医療のあり方の検討が必要とされている。

• 在宅医療については、現在の提供実態や需要の将来見込みなどを活用し、将来の需要の状況を把握した上で、現
状と比較して、今後充足できるかを把握する。

• 在宅医療と介護施設、療養病床の一部については患者像が重複する場合があり、地域の資源に応じてサービス提
供が行われている。さらに需要が増加する場合、体制強化や効率化等による在宅医療の提供量の増加のほか、介
護施設や療養病床も含めて、慢性期の需要を地域で支える提供体制を構築することが必要である。また、歯科医
療機関と連携した口腔健康管理の実施体制の構築や、薬局と連携した切れ目のない薬剤情報連携体制の構築が重
要である。

• 都道府県は、都道府県単位や構想区域単位の議論において、在宅医療等連携機能を報告する予定の医療機関や在
宅医療を提供する医療機関、在宅歯科医療を担う歯科医療機関、訪問薬剤管理指導を行う薬局、訪問看護ステー
ション、介護関係者等とともに、在宅医療の需要の増加や、在宅医療を提供する医療機関、在宅歯科医療を担う
歯科医療機関、訪問薬剤管理指導を行う薬局の数、療養病床の数、介護保険施設の定員、訪問看護や訪問介護に
係る人員の充足状況、医歯薬連携体制に係る状況等を把握する。

• 一般的には、在宅医療等連携機能を担う医療機関が、地域において在宅医療を提供する診療所等に対し、バック
ベッド機能の提供や、小児・難病等に関する専門的な訪問診療・訪問看護等に係る技術的な支援等を通じて、後
方的な支援を行うことが求められる。

• また、人口の少ない地域を中心に、地域の在宅医療の提供が十分ではない場合等においては、在宅医療等連携機
能や専門等機能（有床診療所）を担う医療機関が在宅医療の提供を推進する必要がある。

• 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおいて、患者が在宅での療養を継続するためには、
疾患の重症化予防とともに、患者の生活機能を維持することが必要であり、そのためには、病院、診療所や介護
老人保健施設が提供する訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション等を、患者の状況に応じて組み合わ
せながら、地域において切れ目なくリハビリテーション・栄養管理・口腔管理を提供していくことが重要である
、と指摘されており、こうしたことも踏まえながら取組の検討が必要。

• 地域ごとに、効率的な在宅医療の提供体制を構築できるよう、D to P with Nを含むオンライン診療等によ
る効率化や病院による実施体制の強化、介護施設などの在宅医療以外の資源により支えていく、といった様々な
方策を組み合わせるなどの取組について検討していく。

新たな地域医療構想について

（５）在宅医療
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